
①
３
月
６
日（
火
）９
時
〜
12
時

　
び
わ
高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー（
難
波
町
）

　
中な

か
が
わ川 

博ひ

ろ

こ子 

氏

②
３
月
13
日（
火
）13
時
〜
15
時

　
保
健
セ
ン
タ
ー
西
浅
井
分
室（
西
浅
井
町
塩
津
浜
）

　
坂さ

か

い井 

冨と

み

こ子 

氏

③
３
月
14
日（
水
）13
時
〜
15
時

　
高
月
支
所（
高
月
町
渡
岸
寺
）

　
髙た

か
や
ま山 

平へ
い

一い
ち
ろ
う郎 

氏

④
３
月
15
日（
木
）９
時
〜
12
時

　
長
浜
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー（
八
幡
東
町
）

　
三み

う

ら浦 

正ま

さ

し司 

氏

⑤
３
月
15
日（
木
）９
時
〜
12
時

　
木
之
本
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー（
木
之
本
町
木
之
本
）

　
谷た

に
ぐ
ち口 

慶け
い

祐ゆ
う 

氏

　
相
談
は
無
料
、
予
約
不
要
。
秘
密
厳
守
し
ま
す
。

問
合
せ

　

滋
賀
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
７
７

－

５
２
３

－

１
９
２
６

自
転
車
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
か

問
市
民
活
躍
課（
☎
６
５

－

８
７
１
１
）

３
月
の
長
浜
市
民
献
血
デ
ー
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

問
健
康
推
進
課（
☎
６
５

－

７
７
７
９
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
一
役

問
市
民
活
躍
課（
☎
６
５

－

８
７
１
１
）

行
政
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
宝
く
じ
の
助
成
を
受
け

て
、
東
上
坂
町
自
治
会
が
自

治
会
館
を
新
築
さ
れ
ま
し

た
。

　
こ
の
助
成
は
、（
一
財
）自

治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
、
宝
く

じ
の
収
益
を
地
域
に
還
元
す

る
た
め
に
実
施
し
て
い
る
も

の
で
、
今
後
、
さ
ら
に
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
推
進

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま

す
。

▲東上坂町自治会館

　
滋
賀
県
で
は
条
例
に
よ
り
、
平
成
28
年
10
月
か
ら
自
転

車
損
害
賠
償
保
険
等
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
近
年
、
自
転
車
に
起
因
す
る
重
大
事
故
が
増
え
て
お
り
、

未
成
年
者
が
加
害
者
と
な
り
数
千
万
円
の
賠
償
責
任
を

負
っ
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。
必
ず
損
害
賠
償
保
険
等
に
加

入
し
て
く
だ
さ
い
。

︻
加
入
の
方
法
︼

　
生
命
保
険
や
自
動
車
保
険
な
ど
、
加
入
し
て
い
る
保
険

会
社
も
し
く
は
自
転
車
店
に
相
談
し
、
加
入
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う

　
自
転
車
は
道
路
交
通
法
上
、
軽
車
両
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
運
転
に
は
罰
則
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
を
正
し
く
理
解
し
、
マ
ナ
ー

を
守
っ
て
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
運
転
中
に
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
や
携
帯
電
話
等

を
操
作
し
た
り
、
ヘ
ッ
ド

フ
ォ
ン
で
音
楽
を
聞
き
な

が
ら
運
転
す
る
「
な
が
ら

運
転
」
は
、大
変
危
険
で
す
。

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
左
記
の
場
所
に
献
血
バ
ス
が
配
車
さ
れ
ま
す
の
で
、
献

血
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
　

３
月
10
日（
土
）西
友
長
浜
楽
市
店

︻
受
付
時
間
︼
10
時
〜
11
時
45
分

　
　
　
　 

　
13
時
〜
15
時
30
分

※
４
０
０
ml
献
血
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
滋
賀
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
。（h

ttp
://sh

iga.b
c.jrc.o

r.jp
/

）
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滋
賀
県
交
通
災
害
共
済
の
廃
止
に
つ
い
て

問
市
民
活
躍
課（
☎
６
５

－

８
７
１
１
）

廃
車
手
続
き
は
お
済
で
す
か

問
税
務
課（
☎
６
５

－

６
５
０
８
）

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

３
月
25
日（
日
）は
ゴ
ミ
の

　
　
　
　
持
込
み
が
可
能
で
す

問
環
境
保
全
課（
☎
６
５

－

６
５
１
３
）

　
１
人
５
０
０
円
で
加
入
で
き
る
共
済
制
度
と
し
て
親
し

ま
れ
て
き
た
「
交
通
災
害
共
済
」
は
、
平
成
29
年
度
の
募

集
を
も
っ
て
廃
止
と
な
り
、
平
成
30
年
度
以
降
の
募
集
は

行
い
ま
せ
ん
。

　
長
年
に
わ
た
る
ご
利
用
、
ご
協
力
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

︻
災
害
見
舞
金
の
請
求
︼

　
共
済
加
入
期
間
中
に
交

通
事
故
に
遭
わ
れ
た
場
合

は
、
交
通
事
故
発
生
の
日

か
ら
必
ず
２
年
以
内
に
、

担
当
課
ま
た
は
北
部
振
興

局
地
域
振
興
課
で
請
求
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ク
リ
ス
タ
ル
プ
ラ
ザ
、
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
ト
お
よ
び
伊

香
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
で
ゴ
ミ
の
持
込
み
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
時
間

　
８
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時
30
分

◆
次
回
の
持
込
み
受
付
予
定
日

　
４
月
22
日（
日
）

▲交通災害共済イメージ
　キャラクター「こうくん」

　
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自
動
車

税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
で
車
両
を
所
有（
登
録
）し
て

い
る
場
合
に
、
年
税
額
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

４
月
２
日
以
降
に
廃
車
や
名
義
変
更
さ
れ
て
も
、
月
割
や

減
額
の
制
度
は
な
く
、
そ
の
年
度
分
の
税
金
を
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

︻
廃
車
の
手
続
き
が
必
要
な
場
合
︼

　
○
車
両
を
他
人
に
譲
渡
、
ま
た
は
売
買
し
た
と
き

　
○ 

故
障
な
ど
で
車
両
を
廃
棄
し
た
と
き
、
ま
た
は
解
体

し
た
と
き

　
○
車
両
が
盗
難
に
あ
っ
た
と
き

　
○
長
浜
市
外
に
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

　
○
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き

︻
廃
車
の
手
続
き
先
︼

　
○ 

長
浜
市
ナ
ン
バ
ー
の
原
動
機
付
自
転
車

　
　
小
型
特
殊
自
動
車

　
　
税
務
課
、
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
、
各
支
所

　
○
滋
賀
ナ
ン
バ
ー
の
普
通
自
動
車

　
　
１
２
５
㏄
を
超
え
る
２
輪
車

　
　
滋
賀
運
輸
支
局（
守
山
市
木
浜
町
）

　
　（
☎
０
５
０

－

５
５
４
０

－

２
０
６
４
）

　　
○
滋
賀
ナ
ン
バ
ー
の
軽
自
動
車（
３
輪
・
４
輪
）

　
　
軽
自
動
車
検
査
協
会
滋
賀
事
務
所（
守
山
市
木
浜
町
）

　
　（
☎
０
５
０

－

３
８
１
６

－

１
８
４
３
）

一
日
年
金
相
談
所
の
開
設

︻
日
　
　
程
︼
３
月
15
日（
木
）

︻
相
談
時
間
︼
10
時
〜
16
時

︻
会
　
　
場
︼
市
役
所
本
庁
舎
５
階
　
５

－

C
会
議
室

︻
申 

込 

み
︼ 

平
日
の
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で
に
、

次
の
予
約
専
用
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
ご
予
約
く

だ
さ
い
。

︻
予
約
専
用
電
話
︼
０
７
４
９

－

２
３

－

５
４
８
９

※ 

こ
の
電
話
で
は
予
約
以
外
の
ご
用
件
は
お
受
け
で
き
ま

せ
ん
。

問
彦
根
年
金
事
務
所
　
お
客
様
相
談
室

　（
☎
０
７
４
９

－

２
３

－

１
１
１
６
）

ご
存
知
で
す
か
　
国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

　
基
礎
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40
年
間
、

保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
満
額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

　
納
め
忘
れ
な
ど
に
よ
り
満
額
受
給
で
き
な
い
場
合
は
、

60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加

入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
満
額
に
近
づ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
保
険
料
の

納
付
済
期
間
や
保
険
料
の
免
除
期
間
等
が
原
則
と
し
て
10

年
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い

な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
に

限
り
ま
す
）

　
ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本
国
籍
を
持
つ
人
も
、
国

民
年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

左
記
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
彦
根
年
金
事
務
所
　
国
民
年
金
課

　（
☎
０
７
４
９

－

２
３

－

１
１
１
４
）
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